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【出題の趣旨】 

 

問題１ 

（設問１）は、①時効完成後の債務承認、②消滅時効の援用権者に関する問題である。（設問２）

は、①連帯保証人の援用の可否、②連帯保証人による保証債務の履行とその後の法律関係に関

する問題である。（設問 1）（設問２）を通じ、条文の基本的な知識・適用が問題であり、日常の学修

においてこの点を特に心がけてほしい。 

保証人の時効援用については、主たる債務についての時効を援用して付従性により保証債務

の履行を免れることができるほか、保証債務自体についての消滅時効を援用することも考えられる。

しかし、本問では、主たる債務者Ａに債務の承認があったといえる。この場合、債務承認による時

効の更新はその当事者の間でのみ生じるのが原則であるが(改正民法153条1項)、保証債務につ

いては 457 条 1 項により、その例外が認められる。 

Ｃが連帯保証債務を履行すると、主たる債務者Ａに対しては、459 条 1 項により、求償権を行使

することができる。また、499 条により、Ｃはこの求償権を確保するため、原債権者Ｂに代位すること

ができる。Ｃの代位について、Ｄとの関係が問題となるが、501 条 3 項 4 号の規定により、ＣとＤの間

では頭数に応じて代位が認められる。この場合に、Ｄが主たる債務の消滅時効を援用することがで

きるかどうかが問題となりうるが、判例・通説は、保証人の場合と同じく、物上保証人に対する関係

においても時効の更新の効力が及ぶと解している。 

なお、現行法においても、以上の改正法におけると同一の結果となる。 

 

問題２ 

（設問１）は、①遺産分割協議の意思表示に錯誤（95 条）や詐欺・強迫（96 条）などの意思表示

の瑕疵がある場合の問題である。このほかに、②Ｃの行為がＡの自筆証書遺言の隠匿に当たれば、

Ｃの相続欠格を問題とすることも考えられるが、主たる論点は、①である。（設問２）では、いったん

有効に成立した遺産分割協議を一部の相続人の債務不履行を理由に解除（541 条）できるかどう

かが問題になる。（設問３）では、遺産分割協議が成立した後に、相続不動産の共有持分を差し押

さえた第三者と、遺産分割により共有持分を超える所有権を取得した相続人との間で、権利の優

劣を考える際に 177 条の対抗問題として処理されることになるかが問われている。 

以 上 


